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全国看図アプローチ研究会 

会則 

第 1 章 総 則 

（名 称） 

第 1 条  本研究会は、全国看図アプローチ研究会と称する。英文においては “Japan 

Association for the Study of KANZU Approach”と称する。 

 

（事務局） 

第 2 条 本会に事務局を置く。 

2 事務局（主たる事務所）は事務局長宅に置く。 

3 事務局の連絡先は、本会の Web サイトに記載する。 

 

第 2 章 目的および事業 

（目 的） 

第 3 条 本会は、「見ること」を起点にした授業づくりの方法である「看図アプローチ」の

実践・研究を通して，文部科学省『学習指導要領』が掲げる「主体的・対話的で深い学び」

を可能にする教育方法の確立に寄与することを目的とする。 

 

（活動の内容） 

第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

（1）看図アプローチに関心を寄せる研究者および実践家に対して、情報交換、研究発表の

場を提供する。 

（2）看図アプローチに関する研究と実践を活性化するための機関誌を発行する。 

（3）看図アプローチの発展・実践・普及に寄与する各種ワークショップや講演会などを

支援･開催する。 

（4）看図アプローチを取り入れた授業づくりに関するコンサルティング活動を行う。 

 

（活動の種類） 

第 5 条 本会は、前条の活動内容を具体的に展開するために、次の事業を行う。 

（1）看図アプローチに関する研究集会や講演会など、教育･学術的な各種会合の開催事業。 

（2）看図アプローチに関する調査及び研究開発事業。 

（3）看図アプローチに関する授業技法･指導法の研修･講習事業。 

（4）看図アプローチに関する関係諸団体との連絡及び協調事業。 

（5）看図アプローチに関する機関誌『全国看図アプローチ研究会研究誌』の発行事業｡ 

（6）看図アプローチに活用するビジュアルテキストの開発事業。 

（7）看図アプローチに関する情報交流の場としての Web サイトの運営事業。 
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（8）その他、看図アプローチに関する本研究会の目的を達成するために必要な事業。 

 

第 3 章 会員 

（会員の種類） 

第 6 条 本会の会員は、個人会員及び賛助会員とする。 

 

（個人会員） 

第 7 条 個人会員は、本会の目的に賛同して入会を申込み、理事会の承認を経た者とする。 

2 個人会員は、総会における議決権行使をもって本会の運営に参画することができる 

3 個人会員は、看図アプローチ実践に関わるコンサルティングを受けることができる。 

4 個人会員は、研究会における成果発表、及び会誌への論文投稿の権利を有する。 

5 個人会員は、年会費を納入しなければならない。年会費は別表 1 に定める。 

 

（賛助会員） 

第 8 条 本会の趣旨に賛同し、年 1 口以上の賛助金を納入する者は、賛助会員として遇す

る。なお、賛助金は別表 1 に定める。 

 

（退会処分） 

第 9 条 本会の活動方針に著しく齟齬をきたし、本会の理念に反する言動があった会員は、

理事会の承認を受けて退会処分とすることができる。 

2 会費の納入を怠った者は、会員としての取扱いを受けないことがある。 

 

第 4 章 役員、及び監査役 

（役員） 

第 10 条 本会に次の役員、及び監査役を置く。 

 1 会長 1 名 

 2 副会長 1 名 

 3 事務局長 1 名 

 4 理事 10 名まで 

 5 監査役 2 名 

 

（役員の選任） 

第 11 条 本会の役員は、個人会員の中から選出する。 

2 理事は会員の選挙によって選出する。 

3 会長は選挙によって選出された理事の互選によって選出する。 

4 役員の任期は 3 年とし、再任を妨げない。 
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5 役員の任期の終了期限は役員選挙年度の総会の終了時とする。 

 

（会長・副会長） 

第 12 条 会長は本会を代表し、会務を総括し、総会及び理事会を招集してその議長となる。 

2 会長は、理事の中から副会長 1 名を指名する。 

3 副会長は、会長に事故あるとき、その職務を代行する。 

4 会長は、理事の中から事務局長 1 名を指名する。 

5 新会長は、選挙で選出された理事に加え、必要に応じて 5 名まで理事を指名することが

できる。 

 

（理事） 

第 13 条 理事は、会長の総括のもとに会務を行う。 

 

（監査役） 

第 14 条 監査役は、本会の会計を監査する。 

2 監査役は、理事会の議を経て、会長が委嘱する。 

 

第 5 章 総会及び理事会 

（総会） 

第 15 条 総会は、本会の議決機関として、本会の事業及び運営に関する重要事項を審議決

定する。 

2 総会は、第 6 条に定める個人会員をもって組織する。 

3 総会は、定例総会及び臨時総会とする。 

4 定例総会は、年 1 回、当該年度の年度末に、開催する。 

5 臨時総会は、会長が必要と認めた場合、又は 100 分の 5 以上の会員から議事を示して請

求のあった場合、開催する。 

6 次の事項は、定例総会において承認を受け、又は審議決定されなければならない。 

（1）会務報告及び事業計画 

（2）前年度収支決算及び当該年度収支予算 

（3）その他総会又は理事会が必要と認めた事項 

7 総会の議事の内容は、あらかじめ会員に通知されなければならない｡ 

8 総会は、構成員の 10 分の 1 以上の出席により成立する。但し委任状を含む。 

9 総会における議事の決定は、出席者の過半数の同意を要する｡ 

10 特別の事情のある場合、理事会の議に基づき、会長は総会、臨時総会の開催に代えて

「通信による総会」を実施することができる。 
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（理事会） 

第 16 条 理事会は、第 5 条に定める事業並びに収支予算及び収支決算について責任を負

い、執行の任に当る。 

2 理事会は、会長及び理事をもって組織する。 

3 理事会は、必要ある場合、構成員以外の者の出席を認めることができる。 

4 理事会は、必要ある場合、専門委員を置くことができる。 

5 理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。 

6 定例理事会は、年 1 回、当該年度の総会の前に開催する。 

7 臨時理事会は、会長が必要と認めたときに、開催する。 

8 会長が必要と認めたとき、「通信の方法による理事会」を実施することができる。 

 

第 6 章 事務局 

（事務局） 

第 17 条 事務局長は、事務局を組織して、本会の事務運営を司る。 

2 事務局の局員は、事務局長が推薦し、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。 

 

第 7 章 会 計 

（会計） 

第 18 条 本会の経費は、会費、賛助金、寄付金及びその他の収入をもって支弁する。 

2 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終る。 

 

第 7 章 雑 則 

第 19 条 本会の事業及び運営に関する雑則は、別に定める。 

 

附 則 

1 この会則は、2019 年 3 月 18 日の全国看図アプローチ研究会設立総会において制定し、

制定の時から施行する。 

2 この会則の変更は、2024 年 11 月 10 日の臨時理事会、および臨時総会において承認し、

2025 年４月 1 日から施行する。 

 

別表 1 

 会則第 3 章、第 7 条、第 8 条、第 9 条に関係する年会費等について 

 （年度会費） 年度会費：個人会員、2,000 円。ただし生徒及び学生は会費無料。 

 （賛助金）  賛助金：一口、10,000 円 

 


